
 

シニアカー・電動車いすをご利用する皆さんへ 

 

 

 高槻赤十字病院では、シニアカーの院内への乗り入れを禁止するとともに、電動車いすの

使用に関するルールを定めておりますのでご案内いたします。 

 

 〇シニアカーの乗り入れ禁止 

 院内でのシニアカーのご利用は、他の患者様との接触事故等の危険があるため禁止させ

ていただいております。シニアカーでご来院の際は、病院出入口脇にお停めいただき、院内

移動の車いすへの乗り換えをお願いします。 

 お手伝いが必要な方は、病院職員までお声がけください。 

 

 【シニアカー（ハンドル形電動車いす）】 

  乗り入れを禁止します。乗り換えをお願いします。 

 

              

お手伝いが必要な方は、病院職員までお声がけください。 

 

 

 〇電動車いすの使用ルール 

 院内で電動車いすを使用する際のルールを下記のとおり定めております。 

 

 1.院内では、スピードを落としてご使用ください。 

 2.前を歩いている人を、追い越さないでください。 

 3.廊下の曲がり角や病室の出入り口付近では、一旦停止してください。 

 

 【電動車いす】 

 使用に関するルールを定めています                    

 ・スピードを落とす                           

 ・前にいる人を追い越さない                       

 ・院内の交差点等では一旦停止 

 

高槻赤十字病院 


